
別表第一（第十三条関係）

市 郡 名 区 域

高 山 市 市の全域

関 市 平成十七年二月六日における武儀郡洞戸村及び同郡板取村（以下それぞれ「旧洞戸村」及び

「旧板取村」という。）の区域の全域

山 県 市 平成十五年三月三十一日における山県郡美山町（以下「旧美山町」という。）の区域の全域

飛 騨 市 市の全域

本 巣 市 平成十六年一月三十一日における本巣郡根尾村（以下「旧根尾村」という。）の区域の全域

郡 上 市 平成十六年二月二十九日における郡上郡八幡町、同郡大和町、同郡白鳥町、同郡高鷲村、同

郡明宝村及び同郡和良村（以下それぞれ「旧八幡町」、「旧大和町」、「旧白鳥町」、「旧

高鷲村」、「旧明宝村」及び「旧和良村」という。）の区域の全域

下 呂 市 平成十六年二月二十九日における益田郡馬瀬村（以下「旧馬瀬村」という。）の区域の全域

不 破 郡 関ヶ原町の全域

揖 斐 郡 揖斐川町の全域

大 野 郡 郡の全域



別表第二（第十三条関係）

区 域 垂直積雪量の数値

多治見市、中津川市（平成十七年二月十二日における中津川市の区域に限る。）、

瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、可児市、海津市（平成十七年三月 〇・三メートル以上

二十七日における海津郡海津町の区域に限る。）、羽島郡、加茂郡坂祝町、同郡富

加町及び同郡川辺町の全域

関市（平成十七年二月六日における関市及び武儀郡武儀町の区域に限る。）、中津

川市（平成十七年二月十二日における恵那郡蛭川村の区域に限る。）、山県市（平

成十五年三月三十一日における山県郡高富町の区域に限る。）、瑞穂市（平成十五 〇・四メートル以上

年四月三十日における本巣郡穂積町の区域に限る。）、海津市（平成十七年三月二

十七日における海津郡平田町の区域に限る。)、安八郡輪之内町、同郡安八町、加

茂郡七宗町、同郡八百津町、同郡白川町及び可児郡御嵩町の全域

中津川市（平成十七年二月十二日における恵那郡坂下町及び同郡福岡町の区域に限

る。）、瑞穂市（平成十五年四月三十日における本巣郡巣南町の区域に限る。）、

本巣市（平成十六年一月三十一日における本巣郡真正町及び同郡糸貫町の区域に限 〇・五メートル以上

る。）、下呂市（平成十六年二月二十九日における益田郡金山町の区域に限る。）、

海津市（平成十七年三月二十七日における海津郡南濃町の区域に限る。）、安八郡

神戸町、本巣郡北方町及び加茂郡東白川村の全域

関市（平成十七年二月六日における武儀郡武芸川町の区域に限る。）、中津川市

（平成十七年二月十二日における恵那郡川上村及び同郡付知町の区域に限る。）、

美濃市、郡上市（平成十六年二月二十九日における郡上郡美並村の区域に限る。）、 〇・六メートル以上

下呂市（平成十六年二月二十九日における益田郡下呂町の区域に限る。）及び養老

郡養老町の全域

中津川市（平成十七年二月十二日における恵那郡加子母村及び長野県木曽郡山口村 〇・七メートル以上

の区域に限る。）及び揖斐郡大野町の全域

関市（平成十七年二月六日における武儀郡上之保村の区域に限る。）、山県市（平

成十五年三月三十一日における山県郡伊自良村の区域に限る。）、本巣市（平成十 〇・八メートル以上

六年一月三十一日における本巣郡本巣町の区域に限る。）、下呂市（平成十六年二

月二十九日における益田郡小坂町の区域に限る。）及び揖斐郡池田町の全域

下呂市（平成十六年二月二十九日における益田郡萩原町の区域に限る。）及び不破 〇・九メートル以上

郡垂井町の全域

関市（旧洞戸村の区域に限る。）、山県市（旧美山町の区域に限る。）及び揖斐郡 一・〇メートル以上

揖斐川町（平成十七年一月三十日における揖斐郡揖斐川町の区域に限る。）の全域

揖斐川町（平成十七年一月三十日における揖斐郡谷汲村の区域に限る。）の全域 一・一メートル以上

高山市（平成十七年一月三十一日における高山市、大野郡宮村、同郡久々野町及び 一・二メートル以上

同郡朝日村の区域に限る。)及び下呂市（旧馬瀬村の区域に限る。）の全域

郡上市（旧八幡町の区域に限る。） 一・三メートル以上

高山市（平成十七年一月三十一日における吉城郡国府町の区域に限る。）、郡上市 一・四メートル以上

（旧和良村の区域に限る。）及び不破郡関ヶ原町の全域

高山市（平成十七年一月三十一日における大野郡丹生川村の区域に限る。）及び本 一・五メートル以上

巣市（旧根尾村の区域に限る。）の全域

郡上市（旧大和町の区域に限る。）及び揖斐川町（平成十七年一月三十日における 一・六メートル以上

揖斐郡春日村の区域に限る。）の全域



高山市（平成十七年一月三十一日における大野郡高根村の区域に限る。）、関市

（旧板取村の区域に限る。）、郡上市（旧明宝村の区域に限る。）及び揖斐川町 一・七メートル以上

（平成十七年一月三十日における揖斐郡久瀬村の区域に限る。）の全域

高山市（平成十七年一月三十一日における大野郡清見村の区域に限る。）の全域 一・九メートル以上

飛騨市（平成十六年一月三十一日における吉城郡古川町及び同郡神岡町の区域に限 二・〇メートル以上

る。）の全域

揖斐川町（平成十七年一月三十日における揖斐郡藤橋村の区域に限る。）の全域 二・二メートル以上

郡上市（旧白鳥町の区域に限る。）の全域 二・三メートル以上

高山市（平成十七年一月三十一日における吉城郡上宝村の区域に限る。）の全域 二・五メートル以上

高山市（平成十七年一月三十一日における大野郡荘川村の区域に限る。）及び郡上 二・六メートル以上

市（旧高鷲村の区域に限る。）の全域

飛騨市（平成十六年一月三十一日における吉城郡河合村の区域に限る。）の全域 二・七メートル以上

飛騨市（平成十六年一月三十一日における吉城郡宮川村の区域に限る。）の全域 二・八メートル以上

揖斐川町（平成十七年一月三十日における揖斐郡坂内村の区域に限る。）の全域 三・〇メートル以上

大野郡白川村の全域 三・八メートル以上

備考 表に掲げる垂直積雪量は、各市町村ごとの庁舎所在地（合併前の市町村の区域にあつては合併前の旧市

町村庁舎所在地）を標準とする。


